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知って　　する！得

国　

民　

年　

金

あ　

れ　

こ　

れ

～
７
月
３
日
か
ら
申
請
受
付
開
始
～

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害

や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納

付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険

年
金
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
申
請
の
受
付
は
、
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
開
始
さ

れ
、
平
成
29
年
７
月
分
か
ら
平
成
30
年
６
月
分
ま
で

の
期
間
を
対
象
と
し
て
、
審
査
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、

申
請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で

に
な
り
ま
す
。

　

失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ

て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
を
有
し
て
い
る
方
な
ど

は
、
一
度
保
険
年
金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
方
法
◇

●
年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か

る
書
類
）

●
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
印
鑑
以
外
）

●
身
元
を
確
認
で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
旅
券
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）

を
持
参
の
上
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
失
業
に
よ
り
申
請
を
行
う
場
合
で
、

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方

は
、
失
業
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

制
度
や
申
請
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
日
本
年
金
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

　

役
場
保
険
年
金
課　

国
民
年
金
係 

　

☎ （
６
８
）
２
２
１
１
（
内
線
２
３
６
）

　

土
浦
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　

☎ 

０
２
９ 

（
８
２
５ 

）
１
１
７
０

　

自
動
音
声
に
従
っ
て
【
２
】
を
押
し

　

た
後
に
【
２
】
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
延
滞
金

が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務
の
あ
る
方

（
被
保
険
者
本
人
、
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負

う
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
）
の
財
産
が
差
し
押
さ

え
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

平
成
29
年
度
町
・
県
民
税

納
税
通
知
書
を
６
月
９
日
に

発
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
必

ず
開
封
し
て
、
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
差
し
引
き
で
町
・

県
民
税
を
納
付
い
た
だ
い
て

い
る
方
で
も
、
次
に
該
当
す

る
方
は
納
付
書
が
同
封
さ
れ

て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
平
成
28
年
中
に
公
的
年
金

以
外
の
収
入
が
あ
っ
た
方

・
平
成
28
年
度
の
町
・
県
民

税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方

○
問
い
合
わ
せ
先

役
場
税
務
課　

町
民
税
係

☎
（
６
８
）
２
２
１
１

　
（
内
線
２
６
２
・
２
６
４
）

必
ず
開
封
し
て
、

ご
確
認
を
！

ご
自
分
の
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
し
て
い
た

だ
く
と
、
町
か
ら
配
信
さ
れ
る
情
報
を
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

だ
登
録
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
登
録
し
気
に
な
る
情
報
を
取
得
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

※
メ
ー
ル
受
信
に
要
す
る
通
信
費
（
パ
ケ
ッ
ト
通
信
料
な
ど
）
は
、
利
用

者
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。

情
報
メ
ー
ル
一
斉
配
信
サ
ー
ビ
ス
！！

空メール送信用二次元コード

☆登録は簡単☆○登録方法

①お手持ちの携帯電話、スマートフォン

またはパソコン等から、上図に記載した

メールアドレスに空メールを送ります。

②空メールを送ると、すぐに返信メールが届きま

す。このメールの本文中に記載されたＵＲＬ（本

登録用のページアドレス）をクリックして下さい。

③ＵＲＬに接続後、情報メール一斉配信の

登録ページが表示されますので、利用規約

に同意された後「登録希望カテゴリ」、「登

録希望パスワード」を入力してください。

④全ての入力が完了したら「登録」ボタンをク

リックすることで、登録が完了となります。

注意点
・「アドレス指定受信」や「ドメイン指定受信」を設定されている方は、受信できるよう設定の変更をお願いします。

・  iPhone ユーザーの方は必ず「件名」に「利根町」と入力して送信してください。

・「登録希望メールアドレス」は、自動で入力されています。

・「登録希望パスワード」は、半角英数字３～ 16 文字以内で入力願います。

◎問い合わせ先　役場総務課 秘書広聴係　☎ ６８―２２１１（内線５０３）

ＵＲＬ

利根町新築マイホーム取得助成金のご案内
利根町内に住宅を新築、建て替えまたは、建売住宅を購入された方に対し、

最大 50 万円の助成をしています。

次に掲げるいずれかの要件に該当する方は対象外となります。
・　相続、贈与などの取得対価を伴わない事由で住宅を取得した方
・　公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した方
・　利根町暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員などまたは同条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に
　　規定する暴力団員などと密接な関係を有する方

○申請　住宅取得に伴う登記の日から１年以内

○助成金額　30 万円

下記加算事由に該当する場合は、それぞれ 10 万円ずつ助成金に加算します。

　※助成金の交付は、同一申請者（同居人も含む）に対して１回限りとします。

加　算　事　由 加　算　額
中学生以下の子供と同居する世帯

10 万円
新築に伴い，町外から転入する世帯　※１

※１　次に掲げるいずれかの要件を満たす場合、加算します。
　ア　住宅取得前に町内に居住している場合
　　　　助成金の交付を受けようとする方（以下「申請者」）が転入日前１年以上利根町の住民でなく、かつ転入日から１年以
　　　　内に住宅を取得していること。
　イ　住宅取得後に転入する場合
　　　　申請者が転入日前１年以上利根町の住民でないこと。

○　申請期限　   11 月 30 日（木）　必着
○　交付申請方法
　　交付申請方法などの詳細につきましては、町公式ホームページ（「トップページ」→

　　「移住・定住支援」→「利根町新築マイホーム取得助成金」）をご覧になるか、役場企

　　画財政課　まちづくり推進係にお問い合わせください。

○　問い合わせ先　役場企画財政課 まちづくり推進係　☎  ６８－２２１１（内線２２６）Ｅメール：machisui@town.tone.lg.jp

この助成制度は、住宅取得の初期費用の負担を軽減することにより、

町内への定住を促進するとともに、町外からの転入人口の増加を図るため創設されたものです。

  対象となる住宅
① 生活するために必要な機能を備えて

　いる一戸建てであること。

② 自己の居住の用に供する部分の床面

積が 50 平方メートル以上であること。

③ 都市計画法、建築基準法その他法令

　の規定に違反していないこと。

※①から③全てを満たす必要有り！

  対象となる方
① 平成 27 年４月１日以降に、町内に住

　  宅を購入して５年以上定住する方

② 取得した住宅の所有権の持分を 

　 ２分の１以上有する方

③ 自治会などに加入している方

④ 申請日の属する前年度（平成 28 年　 

    度）において、町税などに滞納がない方

⑤ 取得した住宅の所有権保存登記、
　 　　移転登記をしている方
※①から⑤全てを満たす必要有り！

【対象外となる場合】

QR コード

平
成
29
年
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除

納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

【メールアドレス】
mm_tone_regist@ictech.jp


